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8１

文
部
省
の
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
会
で
あ
る
平
和
研
究
会
（
代
表
和
田
英
夫
明
大
教
授
）
で
は
、
一
九
八
三
年
六
・
七
月
に

（
１
）

（
２
）
（
３
）

全
国
で
平
和
意
識
に
関
す
る
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
特
に
大
学
生
に
つ
い
て
は
、
全
国
一
六
大
学
一
二
八
四
八
人
に
つ
い
て
行
わ
れ

本
稿
は
、
右
調
査
に
お
け
る
全
国
大
学
生
の
意
識
の
う
ち
、
特
に
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
に
関
す
る
意
識
を
紹
介
・
分
析
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
日
本
法
社
会
学
会
一
九
八
四
年
度
学
術
大
会
に
お
い
て
平
和
意
識
研
究
と
し
て
報
告
し
た
も
の
の
一
部
で
あ

る
。 た

。

は
じ
め
に 大
学
生
の
平
和
意
識

安
保
条
約
を
中
心
に
し
て

仲
地

博
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政
府
の
安
全
保
障
政
策
の
柱
が
、
自
衛
隊
と
日
米
安
全
保
障
条
約
（
以
下
「
安
保
条
約
」
）
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

大
学
生
は
、
安
保
条
約
が
日
本
の
平
和
に
果
す
役
割
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
日
米
安
全
保
障
条
約
は
、
日

本
の
平
和
に
役
立
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
た
ず
ね
て
み
た
。
結
果
は
、
図
１
の
①
の
通
り
、
「
役
立
っ
て
い
る
（
二
四
％
）
」
、

「
役
立
っ
て
い
な
い
（
二
五
％
）
」
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
（
四
六
％
）
」
と
な
っ
て
い
る
。
役
立
っ
て
い
る
と
役
立
っ
て
い
な
い

が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
こ
の
両
者
あ
わ
せ
て
も
よ
う
や
く
半
数
で
あ
り
、
学
生
の
半
数
は
、
明
確
な
判
断
を
下
す
の
を
避
け
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
判
断
を
下
し
得
る
だ
け
の
関
心
や
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。

一
般
の
有
権
者
を
対
象
と
し
た
最
近
の
世
論
調
査
を
見
る
と
、
多
か
れ
少
か
れ
安
保
条
約
の
有
用
性
を
是
認
す
る
者
が
五
割
か

ら
七
割
に
達
し
て
い
る
。
時
期
が
二
年
ほ
ど
ず
れ
て
い
る
が
、
本
調
査
と
設
問
お
よ
び
回
答
の
選
択
肢
が
比
較
的
類
似
し
て
い
る

朝
日
新
聞
調
査
と
比
較
し
て
み
よ
う
（
図
１
の
②
③
に
あ
げ
た
二
つ
の
朝
日
新
聞
調
査
は
、
調
査
時
期
が
近
接
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
調
査
結
果
に
相
当
の
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
③
調
査
が
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
発
言
・
ラ
ロ
ッ
ク
証
言
の
直
後
の

（
４
）

反
核
運
動
の
高
揚
期
に
行
わ
れ
た
た
め
と
田
心
わ
れ
る
。
な
お
、
日
本
世
論
調
査
会
の
最
近
（
八
四
年
六
月
）
の
調
査
結
果
は
以
下

１
単
純
集
計
の
結
果

２
他
の
調
査
と
の
比
較

一
、
日
米
安
全
保
障
条
約
と
平
和
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の
通
り
で
あ
る
。
日
米
安
保
条
約
が
日
本
の
平
和
と
安
全
に
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
一
五
％
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
役
立
っ
て
い

る
五
四
％
、
役
立
っ
て
い
な
い
一
一
一
％
、
か
え
っ
て
危
険
だ
九
％
、
わ
か
ら
な
い
。
無
回
答
二
％
）
。
と
も
あ
れ
、
朝
日
新
聞
の

図１安保条約は日本の平和に役立っているか

（日本のためになっているか）

７
査

３
間

６
間

・
調

・
新

Ｌ
新

兜
回

即
日

８
日

四
〈
〒

⑲
朝

咀
朝

①
②

③

ＩＤ

④騨鑑

⑤蝋天錐

４
鑑
迩
釦
鋼
著
層
割
ね
む
い
：
ご
且
厘
注
目
し
た
い
。
調

蝿
雄
②

１
茨
迩
査
対
象
や
調
査
方
法
が
異
な
る
の
で
こ
れ
ら
の

⑥
デ
ー
タ
ー
の
み
か
ら
断
一
一
一
旨
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

二
調
査
の
う
ち
安
保
条
約
に
対
し
て
よ
り
厳
し
い

心
結
果
の
出
た
六
月
調
査
と
比
較
し
て
も
、
大
学
生

し鰯
の
安
保
批
判
傾
向
が
強
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

はで
次
に
、
他
の
学
生
意
識
調
査
と
比
較
し
て
み
ょ

つ
｝

や
」、
う
。
類
似
の
設
問
と
選
択
肢
を
準
備
し
た
調
査
と

が
（
５
）

錨
し
て
名
大
大
川
調
査
（
図
１
の
④
）
、
東
経
大
古
川

も
（
６
）

（
７
）

”
調
査
（
図
１
の
⑤
）
、
茨
城
大
田
村
ゼ
ミ
調
査
（
図

るな
１
の
⑥
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
と
比
較
し
て

異寄
み
る
と
、
〈
▽
回
調
査
で
は
、
安
保
条
約
に
対
す
る

に麹
批
判
的
姿
勢
は
弱
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
八
一
年

脚
調
査
（
名
大
・
東
経
大
）
と
八
一
一
一
年
調
査
（
茨
城

択唖
大
。
〈
▽
回
調
査
）
の
間
に
は
、
安
保
条
約
を
た
め

答回
に
な
ら
な
い
（
役
立
た
な
い
）
と
し
た
者
の
減
少

役立っている
2４

どちらともいえない
4６

Ｄ
Ｋ
５

役立っていない

2５

ためになる

5５

どちらとも

いえない2０

その他

ＤＡ１２ 1３

／
4６ 2５ 1０ 1９

／

1８ 3９

Ｐ
３ 3８

2０ 3９ 4０

、

1９ ５１

Ｐ

2８
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か
っ
て
安
保
条
約
の
即
時
廃
棄
を
主
張
し
た
公
明
党
が
、
安
保
政
策
の
転
換
を
明
ら
か
に
し
は
じ
め
た
の
が
七
八
年
、
安
保
条

約
の
存
続
を
打
ち
出
し
た
の
が
八
二
年
基
本
政
策
で
あ
っ
た
。
社
会
党
も
ま
た
非
武
装
中
立
を
党
是
と
し
な
が
ら
、
八
○
年
の
社

安
保
条
約
の
評
価
と
「
シ
ー
レ
ー
ン
防
衛
」
「
防
衛
費
分
担
」
を
ク
ロ
ス
し
て
み
た
。
図
２
に
見
る
よ
う
に
、
安
保
条
約
を
肯

定
す
る
者
に
お
い
て
、
防
衛
費
分
担
賛
成
・
シ
ー
レ
ー
ン
防
衛
賛
成
が
多
い
こ
と
は
予
想
通
り
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
こ
と
は
安

保
を
肯
定
す
る
者
に
お
い
て
も
、
防
衛
費
分
担
賛
成
・
シ
ー
レ
ー
ン
防
衛
賛
成
は
過
半
数
は
も
と
よ
り
多
数
派
に
さ
え
な
っ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
安
保
を
肯
定
す
る
者
で
も
、
こ
れ
以
上
の
軍
拡
路
線
に
は
反
対
も
し
く
は
慎
重
で
あ
る
者
が
多
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
防
衛
費
分
担
と
シ
ー
レ
ー
ン
防
衛
を
比
較
す
る
と
、
シ
ー
レ
ー
ン
防
衛
に
賛
成
す
る
者
が
多
い
。
こ
れ
は
、

食
料
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
確
保
の
た
め
に
は
輸
送
経
路
の
安
全
確
保
が
必
要
と
す
る
主
張
が
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
た
こ
と

次
に
、
「
安
保
条
約
の
評
価
」
と
「
支
持
政
党
」
を
ク
ロ
ス
し
て
み
た
。
図
３
に
見
る
よ
う
に
、
安
保
評
価
が
比
較
的
ま
と
ま
っ

て
い
る
自
民
党
支
持
者
と
共
産
党
支
持
者
を
除
い
て
、
同
一
政
党
支
持
者
の
間
で
も
、
安
保
条
約
に
対
す
る
認
識
が
大
き
く
わ
か

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

を
意
味
し
よ
う
。

が
、
学
生
の
安
保
意
識
も
社
会
一
般
と
と
も
に
こ
の
時
期
に
右
に
大
き
く
振
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
安
保
条
約
の
肯
定
的
傾
向
は
、
沖
縄
地
区
の
学
生
に
お
い
て
特
に
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
沖
縄
の
大
学

生
で
安
保
条
約
が
「
役
立
っ
て
い
る
」
と
す
る
者
二
九
％
、
「
役
立
っ
て
い
な
い
」
と
す
る
も
の
―
六
％
と
完
全
に
逆
転
し
て
い
る
。

３
ク
ロ
ス
分
析
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図２「安保条約の評価」×「防衛費分担」

「安保条約の評価」×「シーレーン防衛」

↓
聰
徽
鑪
騨
成

惚
徽
緩
酔
対
↑

注
瀧
蛎
嚥
糠
ン
防
衛

〆
］
ち
』
わ
。
と
０
℃

い
え
な
い

安
保
条
約
は

日
本
の
平
和

に
役
立
っ
て

い
な
い

安
保
条
約
は

日
本
の
平
和

に
役
立
つ

｢安保条約の評価」×「支持政党」図３

壹
厩

旨
：
旨
昌
し
客

緊
回
亦
塞
不
払

l22il

９０

％
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米
国
と
の
安
全
保
障
体
制
の
将
来
を
大
学
生
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
「
日
米
安
全
保
障
条
約
を
、
今
後
、
ど
う
し
た
ら

よ
い
と
思
い
ま
す
か
」
と
た
ず
ね
て
み
た
。
図
４
の
①
の
通
り
、
「
軍
事
的
性
格
を
も
っ
と
強
め
る
（
以
下
「
強
化
派
』
（
五
％
）
」
、

「
現
在
の
ま
ま
で
よ
い
（
以
下
「
現
状
派
」
）
（
二
一
％
）
」
、
「
軍
事
的
性
格
を
弱
め
る
（
以
下
（
弱
化
派
」
）
（
三
四
％
）
」
、
「
段
階

的
に
解
消
す
る
（
以
下
「
段
階
解
消
派
」
）
（
二
四
％
）
」
、
「
や
め
る
（
以
下
「
廃
止
派
」
）
（
七
％
）
」
、
「
そ
の
他
。
わ
か
ら
な
い
（
八
％
こ

と
な
っ
て
い
る
。
強
化
派
・
現
状
派
は
一
応
政
府
の
政
策
支
持
者
で
二
六
％
、
お
よ
そ
四
人
に
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
弱
化

派
も
さ
し
あ
た
り
は
安
保
条
約
を
是
認
す
る
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
を
含
め
る
と
六
○
％
が
、
安
保
体
制
と
い
う
枠
組
を
認
め
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
段
階
解
消
派
・
廃
止
派
は
、
基
本
的
に
安
保
条
約
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
は
三
一
％
、
す
な
わ
ち
三

人
に
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
弱
化
派
は
、
政
府
の
政
策
を
批
判
す
る
立
場
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
段
階
解
消
派
・
廃
止

派
に
加
え
る
と
六
五
％
と
な
り
、
三
人
に
二
人
は
政
府
の
安
保
政
策
を
批
判
す
る
立
場
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
状
派
は
、
現
状
維

持
と
い
う
形
で
安
保
体
制
の
強
化
を
望
ん
で
お
ら
ず
そ
の
限
り
で
政
府
に
批
判
的
と
見
れ
ば
、
最
広
義
の
政
府
批
判
層
は
八
六
％

公
連
合
政
権
構
想
で
は
、
安
保
条
約
の
当
面
の
存
続
を
認
め
た
。
国
民
の
政
治
意
識
の
形
成
の
役
割
を
担
う
政
党
の
政
策
が
わ
か

り
に
く
い
こ
と
が
、
今
回
調
査
に
も
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
学
生
の
過
半
数
を
占
め
る
支
持
政
党

な
し
層
に
お
い
て
、
「
役
立
っ
て
い
な
ど
が
「
役
立
っ
て
い
る
」
を
上
回
り
、
こ
の
限
り
で
革
新
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

１
単
純
集
計
の
結
果

二
日
米
安
全
保
障
条
約
の
今
後
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図４日米安保条約を今後どうするか

（現行条約を改定するとしたら）

↓強化 ↓廃止

①鰡鑑
ＮＡＴＯ的

②鶚大難

↓強化

③艘鑑

他
の
学
生
意
識
調
査
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
比
較
的
に
類
似
し
た
設
問
と
選

択
肢
を
準
備
し
た
調
査
と
し
て
、
東
経
大
古
川
調
査
（
図
４
の
②
）
と
九
大
平

（
８
）

和
問
題
研
究
会
調
査
（
図
４
の
③
）
が
あ
る
。
東
経
大
調
査
に
は
、
「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

的
な
軍
事
同
盟
条
約
に
か
え
る
」
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
。
こ
れ
を
選
択
し
た

者
は
、
今
回
調
査
の
「
強
化
派
」
に
担
当
し
よ
う
。
け
だ
し
、
安
保
条
約
の
軍

事
的
性
格
の
強
化
と
は
、
い
き
つ
く
と
こ
ろ
集
団
自
衛
権
に
も
と
づ
く
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
的
軍
事
同
盟
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
軍
事
的
性
格
を
も
っ
と
弱

め
る
（
今
回
調
査
）
」
、
「
現
在
の
ま
ま
で
非
軍
事
的
要
素
を
強
め
る
（
東
経
大
調

査
）
」
、
「
米
軍
基
地
を
取
り
払
い
、
有
事
の
際
の
駐
留
だ
け
に
す
る
（
九
大
調
査
こ

の
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
も
厳
密
に
は
意
味
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
安
保
条
約

の
存
続
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ハ
ト
派
」
で
は
あ
る
が
急
な
変
化

（
９
）

は
望
ま
な
い
者
が
こ
れ
ら
の
選
択
肢
を
選
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
。
以
上
を
前
提

と
し
て
こ
の
三
調
査
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
同
傾
向
を
示
し
て
い
る

と
一
一
一
一
口
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
学
生
の
三
割
は
安
保
条
約
の
廃
棄
・
解
消
を
主
張

と
な
る
。

２
他
の
調
査
と
の
比
較

５
現状維持

2１

軍事的性格の弱化
3４

段階解消
2４ ７

その他

ＤＫ８

軍事同盟

1２

現状
1５

非軍事的要素の強化
3９

廃案・非同盟中立
3１

６
現状維持

2１

有事駐留
2５

廃棄
2９

その他ＤＫ
1９



琉大法学第37号（1985） 8８

蝋
》
》
蝸
蠅
》
譲
灘
葬
れ
》
釧
冊
細
鰯
繩

廃
止
派
に
お
い
て
は
、
非
核
三
原
則
の
厳
守
の
み

な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
核
の
カ
サ
か
ら
の
離
脱
を
求
め
る
の
が
九
○
％
前
後
と
き
わ
め
て
高
率
と
な
る
の
は
一
貫
し
た
帰
結
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
廃
止
派
の
中
に
、
核
武
装
を
選
択
し
た
者
が
四
％
い
る
が
、
こ
れ
は
自
主
防
衛
論
者
で
あ
ろ
う
。

図５「安保条約の今後」×「非核政策」

非核三原則厳守し、

アメリカの核のカ

クから離脱する

非核三原則厳守

して、アメリカ

の核のカサの下

にとどまる

三原則ゆる

めて、核持

ち込み認め

る

他
・
Ｄ
Ｋ

三原剛放

棄し核武

装

Ｉ
一
一
０

「
安
保
条
約
の
今
後
」
と
「
非
核
政
策
」
を
ク

ロ
ス
し
て
み
た
。
図
５
の
よ
う
に
、
安
保
強
化
派

に
お
い
て
も
六
○
％
近
く
が
非
核
三
原
則
の
厳
守

を
主
張
し
て
お
り
、
非
核
三
原
則
放
棄
は
そ
の
半

分
強
に
す
ぎ
な
い
。
学
生
を
対
象
と
し
た
調
査
で

あ
る
が
、
国
民
の
反
核
意
識
が
軍
拡
の
歯
止
め
と

な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
れ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
軍
拡
路
線
を
と
ろ
う
と

し
、
そ
れ
を
含
む
六
割
は
、
政
府
の
安
保
政
策
の

転
換
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
ク
ロ
ス
分
析

3１ 1５ 1７ ８

、＝へ
4１ 4２ ５ ４ ９

、

、
、

7９ 1５

8７ ７

9０ 2.4 ４
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（
１
）
平
和
研
究
会
の
翼
の
意
義
・
目
的
・
方
溝
内
容
に
つ
い
て
は
、
和
田
葵
「
憲
法
・
平
和
・
科
学
ｌ
「
総
合
的

平
和
保
障
の
憲
法
学
的
研
究
」
に
よ
せ
て
」
法
律
論
叢
五
五
巻
五
号
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、
本
意
識
調
査
に
つ
い
て
は
、

和
田
・
太
田
・
仲
地
・
古
川
「
平
和
意
識
の
実
態
１
－
総
合
的
平
和
保
障
研
究
の
一
環
と
し
て
」
法
社
会
学
一
一
一
七
号
（
日

本
法
社
会
学
会
編
）
を
参
照
せ
よ
。

（
２
）
調
査
が
行
わ
れ
た
大
学
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
の
法
社
会
学
三
七
号
所
載
の
論
文
を
参
照
せ
よ
。

（
３
）
沖
縄
県
内
大
学
生
の
平
和
意
識
に
つ
い
て
は
、
仲
地
「
沖
縄
県
内
大
学
生
の
平
和
意
識
」
琉
大
法
学
一
一
一
六
号
参
照
せ
よ
。

（
４
）
北
海
道
新
聞
一
九
八
四
年
六
月
一
一
七
日
。

（
５
）
「
名
大
新
入
生
意
識
調
査
結
果
（
大
川
睦
夫
調
査
）
」
憲
法
教
育
研
究
会
編
「
主
権
・
人
権
・
平
和
』
（
法
律
文
化
社
）
所

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）収

（
６
）
林
茂
夫
・
古
川
純
「
核
戦
争
・
安
保
条
約
・
自
衛
隊
を
め
ぐ
っ
て
１
１
東
経
大
生
の
意
識
調
査
か
ら
ｌ
－
Ｌ
東
京
経
大

学
会
誌
三
一
九
号

（
７
）
「
茨
大
生
の
平
和
・
憲
法
意
識
の
動
向
」
憲
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
年
報
国
家
と
人
権
Ⅷ
号
（
茨
城
大
学
人
文
学
部
憲
法
ゼ
ミ
ナ
ー

￣、

７

ﾉレ－
－〆‐

（
８
）
『
九
州
・
沖
縄
地
区
学
生
の
平
和
意
識
」
（
’
九
八
一
一
一
年
一
『
｜
月
・
九
州
大
学
教
養
部
平
和
問
題
研
究
会
）

（
９
）
厳
密
に
は
、
自
主
防
衛
論
の
「
タ
カ
派
」
で
こ
の
選
択
肢
を
選
ん
だ
者
も
い
よ
う
。

注
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’
九
八
四
年
五
月
の
法
社
会
学
会
で
は
、
「
平
和
意
識
の
実
態
」
と
題
し
て
、
。
安
保
条
約
」
「
一
一
沖
縄
県
内
大
学
生
の
平
和
意

識
」
の
一
一
点
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
本
稿
は
、
そ
の
前
者
相
当
分
で
あ
り
、
後
者
は
、
琉
大
法
学
前
号
に
発
表
し
た
。

付
記


